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乙議案第２号 

   高梁市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 高梁市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和４年９月２２日提出 

提出者 議会運営委員会       

委員長 宮 田 好 夫   

 

高梁市条例第  号 

（令和４年  月  日制定）   

   高梁市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 高梁市議会委員会条例（平成１６年高梁市条例第２８４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１５条の次に次の１条を加える。 

 （委員会の開会方法の特例） 

第１５条の２ 委員長は、重大な感染症のまん延又は災害等の発生等により委員が委員会の開

会場所に参集することが困難であると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態

を相互に認識しながら通話をすることができる方法（以下「オンラインによる方法」という。）

で委員会を開くことができる。ただし、第２０条の秘密会は、この限りでない。 

２ 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、

あらかじめ委員長に届け出なければならない。 

３ 前項の規定による届出をして、オンラインによる方法で委員会に出席した委員は、この条

例の規定による出席委員とみなす。 

４ オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。 

 

 第１８条に次の１項を加える。 

２ 前項の委員長又は委員が、第１５条の２第２項の規定による届出をして、委員会に出席し

ているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる

方法で行うことができる。 

 

 第２１条に次の１項を加える。 
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２ 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で出席するときは、議長を

経て、委員会にその旨を申し出なければならない。 

 

 第２５条に次の１項を加える。 

３ 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。 

 

 第２８条に次の１項を加える。 

２ 前項ただし書の規定は、オンラインによる方法で出席する公述人には準用しない。 

 

 第２９条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。 

 

   附 則（令和４年高梁市条例第  号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

    提 案 理 由 

 オンラインによる方法で委員会の開会を可能とするため。 
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（参考）                      高梁市議会委員会条例新旧対照表 
改正案 現行 

(委員会の開会方法の特例)  
第15条の2 委員長は、重大な感染症のまん延又は災害の発生等により

委員が委員会の開会場所に参集することが困難であると認めるとき

は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話

をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で
委員会を開くことができる。ただし、第20条の秘密会は、この限りで

ない。 

 

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出

席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。 
 

3 前項の規定による届出をして、オンラインによる方法で委員会に出

席した委員は、この条例の規定による出席委員とみなす。 
 

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、

議長が別に定める。 

 
(委員長及び委員の除斥) (委員長及び委員の除斥) 

第18条 略 第18条 略 
2 前項の委員長又は委員が、第15条の2第2項の規定による届出をし

て、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただ

し書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。 

 

(出席説明の要求) (出席説明の要求) 
第21条 略 第21条 略 
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2 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で出

席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならな

い。 

 

(公述人の決定) (公述人の決定) 
第25条 略 第25条 略 
2 略 2 略 
3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。  

(代理人又は文書による意見の陳述) (代理人又は文書による意見の陳述) 
第28条 略 第28条 略 
2 前項ただし書の規定は、オンラインによる方法で出席する公述人に

は準用しない。 
 

(参考人) (参考人) 
第29条 略 第29条 略 
2 略 2 略 
3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。  
4 略 3 略 
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乙議案第３号 

   高梁市議会会議規則の一部を改正する規則 

 高梁市議会会議規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。 

  令和４年９月２２日提出 

提出者 議会運営委員会       

委員長 宮 田 好 夫   

 

高梁市議会規則第  号 

（令和４年  月  日制定）   

   高梁市議会会議規則の一部を改正する規則 

 高梁市議会会議規則（平成１６年高梁市議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第９３条の次に次の１条を加える。 

 （出席委員に関する措置） 

第９３条の２ この章における出席委員には、高梁市議会委員会条例（平成１６年高梁市条例

第２８４号）第１５条の２に規定するオンラインによる方法（以下「オンラインによる方法」

という。）で委員会に出席した委員を含む。 

 

 第１１６条に次の１項を加える。 

３ 前２項の場合において、委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、委員でな

い議員は、オンラインによる方法で当該委員会に出席することができる。 

 

 第１２８条に次のただし書を加える。 

  ただし、オンラインによる方法で出席している委員は、この限りでない。 

 

 第１４１条に次の１項を加える。 

３ 前項の場合において、委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、紹介議員は、

オンラインによる方法で委員会に出席することができる。 

 

   附 則（令和４年高梁市議会規則第  号） 
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 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

    提 案 理 由 

 オンラインによる方法で委員会の開会を可能とするため。 
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（参考）                      高梁市議会会議規則新旧対照表 
改正案 現行 

(出席委員に関する措置)  
第93条の2 この章における出席委員には、高梁市議会委員会条例(平成

16年高梁市条例第284号)第15条の2に規定するオンラインによる方

法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会に出席した委員

を含む。 

 

(委員外議員の発言) (委員外議員の発言) 
第116条 略 第116条 略 
2 略 2 略 
3 前2項の場合において、委員会がオンラインによる方法で開かれてい

るときは、委員でない議員は、オンラインによる方法で当該委員会に

出席することができる。 

 

(不在委員) (不在委員) 
第128条 表決の際会議室にいない委員は、表決に加わることができな

い。ただし、オンラインによる方法で出席している委員は、この限り

でない。 

第128条 表決の際会議室にいない委員は、表決に加わることができな

い。 

(紹介議員の委員会出席) (紹介議員の委員会出席) 
第141条 略 第141条 略 
2 略 2 略 
3 前項の場合において、委員会がオンラインによる方法で開かれてい  
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るときは、紹介議員は、オンラインによる方法で委員会に出席するこ

とができる。 
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乙議案第４号 

高梁市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例 

 高梁市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例を次のとおり制定する。 

  令和４年９月２２日提出 

提出者 議会運営委員会       

                           委員長 宮 田 好 夫   

 

 

高梁市条例第  号 

（令和４年 月 日制定）   

高梁市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、議員の職責及び議会に対する市民の信頼の確保に鑑み、高梁市議会

議員（以下「議員」という。）が、長期欠席のために議員の職責を果たせない場合又は高

梁市議会（以下「市議会」という。）への市民の信頼に反し議員としての責任を果たせな

い場合における、当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、高梁市議会議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１６年高梁市条例第３４号。以下「議員報

酬条例」という。）の特例を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 市議会の会議 高梁市議会定例会及び臨時会の本会議並びに高梁市議会委員会条

例（平成１６年高梁市条例第２８４号）に基づき設置された委員会における会議をい

う。 

(2) 長期欠席 療養、長期不在その他の理由により、市議会の会議を欠席した日から起

算して９０日を超えて市議会の会議に出席することができないことをいう。 

(3) 公務上の災害 岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例（平成１７年岡山県

市町村総合事務組合条例第１号）に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災

害をいう。 
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（議員報酬の減額） 

第３条 議員に長期欠席が生じたときの議員報酬の額は、議員報酬条例第１条の規定によ

り支給されるべき議員報酬の額に、市議会の会議を欠席した日から市議会の会議に出席

した日の前日までの期間（以下「長期欠席の期間」という。）に応じて、次の表に定める

減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。 

長期欠席の期間 減額割合 

９０日を超え１８０日以下であるとき。 １００分の２０ 

１８０日を超え３６５日以下であるとき。 １００分の３０ 

３６５日を超えるとき。 １００分の５０ 

２ 前項の規定により議員報酬の額を減額する期間は、長期欠席が生じた日の属する月の

翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から長期欠席の期間の末日(以

下「長期欠席終了日」という。)までとする。 

３ 前２項の規定により議員報酬の額を減額して支給する場合において、長期欠席終了日

が月の末日でない場合の議員報酬の額は、当該減額される月（以下「減額月」という。）

の現日数を基礎として日割りにより算出する。 

４ 第１項及び第２項の規定により議員報酬の額を減額して支給する場合において、減額

月の初日から末日までの間に異なる減額割合が存する場合の議員報酬の額は、当該減額

月の現日数を基礎として日割りにより算出する。 

（期末手当の減額） 

第４条 ６月１日又は１２月１日（以下「基準日」という。）以前６月以内の期間において

減額月があるときの期末手当の額は、議員報酬条例第６条の規定により支給されるべき

期末手当の額に、長期欠席の期間に応じて、前条第１項に定める減額割合を乗じて得た

額を減じた額とする。 

２ 基準日以前６月以内の期間に異なる減額割合が存する場合の期末手当の額は、高い方

の減額割合を適用して算出する。 

（適用除外） 

第５条 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、当該日を長期欠席の期間に含めな

いものとする。 

(1) 公務上の災害 

(2) 女性議員の出産。ただし、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４
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週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内であって、かつ、

その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出している場合に限る。 

(3) その他議長がやむを得ないと認める事由 

（議員報酬の支給停止） 

第６条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される

処分を受けたときは、当該処分を受けた日が属する月の翌月（その日が月の初日である

ときは、その日の属する月）から解かれた日までの期間（以下「逮捕等の期間」という。）

の議員報酬の支給を停止する。 

２ 前項の規定により議員報酬の支給を停止する場合において、当該停止に係る逮捕等の

期間の末日が月の末日でないときは、当該逮捕等の期間の末日が属する月の現日数を基

礎として日割りにより停止すべき議員報酬の額を算出する。 

（期末手当の支給停止） 

第７条 議員が、基準日以前６月以内の期間において、前条第１項の規定により議員報酬

の支給を停止（当該基準日以前６月より前の日において同項に規定する身体を拘束され

る処分を受け、当該基準日以前６月以内の期間において引き続き議員報酬の支給を停止

されていた場合を含む。）され、かつ、基準日において、なお、それが継続しているとき

又は保釈により当該支給の停止が解除されている場合であって、判決が確定していない

ときは、当該期末手当の支給を停止する。 

（停止されていた議員報酬及び期末手当の支給） 

第８条 第６条第１項及び前条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当

は、当該停止に係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当することとなったと

きは、該当した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する

月）の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の職を離れている者につ

いても同様とする。 

(1) 公訴の提起がされなかったとき。 

(2) 無罪の判決が確定したとき。 

（停止されていた議員報酬及び期末手当の不支給） 

第９条 第６条第１項及び第７条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手

当は、当該支給停止に係る刑事事件の有罪判決が確定したときは支給しない。 

（減額、支給停止及び不支給の効力） 
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第１０条 この条例の規定による議員報酬並びに期末手当の減額、支給停止及び不支給に

ついては、その事由が生じた日の属する任期中に限り、その効力を有する。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

    提 案 理 由 

 議員報酬及び期末手当の支給について特例を定めるため。 


